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令和２年度 

部活動の在り方に関する方針 

上峰町立上峰中学校 

◆ 方針策定の趣旨 

部活動は，多くの生徒の多様な学びの場として，その果たしてきた教育的な意義は大

きく，生徒の健全育成を支えている活動の一つである。特に，生徒が中学総体やコンクー

ル等での活躍を胸に描き，そのために仲間と協力して努力を重ね，勝つ喜びや負ける悔

しさなどの経験をすることは，その心身の発育・発達に大きな役割を果たしている。 

しかしながら，今日社会情勢の変化は早く，部活動を取り巻く環境も著しく変わって

きており，従前の運営体制では維持が難しくなり，その存続が危ぶまれている学校の例

も見られる。活動内容についても時間をかければよいという量から，短時間で効率的・効

果的な質への転換が求められており，部活動の在り方について抜本的な改革に取り組む

必要がある。 

このような情勢の中で，国の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」

（平成３０年２月）が示され，それを基に，佐賀県及び上峰町（平成３０年１０月）でも

順次「運動部活動の在り方に関する方針」が示された。本校においても，これらを受けて

運動部活動に所属する生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築するとともに，運動部

活動が地域の実態と競技種目の特性に応じて多様な形で最適に実施されることを目指す

ため本方針を策定し，平成３１年４月から正式に運用を開始する。 

なお，文化部の活動については，当面の間，運動部活動の方針に準じた取扱いをすると

してきたが，令和元年「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」が示された

ことを受けて，令和２年４月，本方針の一部を改訂するとともに，本方針を「運動部活動

の在り方に関する方針」から「部活動の在り方に関する方針」に改めるものとする。 

 

 
各部活動においては，次の事項を踏まえ計画的に運営を行うものとする。 

➤ 生徒の実態や指導に当たる部活動顧問の負担等を考慮し，部活動の活動時間及び

休養日の設定，その他適切な部活動の取組に関する事柄を示して，適切な運営体

制を構築する。 

➤ 教育課程との関連を図りつつ，効率的・効果的な取組となるよう努める。 

➤ 異年齢交流の中で，良好な人間関係の構築を図り，活動を 

通して自己肯定感を高めることができるよう努める。 

➤ 学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等「生きる力」を 

   とを重視する。 

➤ 生涯にわたって豊かなスポーツ・文化ライフを継続する資 

質や能てる。 
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１ 適切な運営のための体制整備 

⑴ 部活動の方針策定等 

① 毎年度，学校の「部活動の在り方に関する方針」を策定し，「年間の活動計画」と

併せて，これをＨＰ等で公表する。 

② 顧問は，「年間の活動計画（活動日，休養日及び参加予定大会日程等）」及び「毎月

の活動計画」と「毎月の活動実績」を作成し，校長へ提出する。 

③ 顧問は，生徒及び保護者等に対し「活動目標」，「指導の方針」，「活動計画」，「指導

内容や方法」等を具体的に示す。 

⑵ 指導・運営に係る体制の構築 

① 生徒及び教師の数，部活動指導員（外部から招聘）の配置状況を踏まえ，活動を円

滑に実施できるよう適正な数の運動部と文化部を設置する。必要に応じ，町教育委員

会の指導を仰ぐ。 

② 顧問の決定に当たっては，校務全体の効率的・効果的な運営，顧問の校務分掌を考

慮し，部活動指導員の配置状況を勘案した上で行う。 

③ 生徒のけがや事故を未然に防止し，不測の事態が発生した場合に適切な対応がで

きるよう，部活動指導員を活用するなど，複数の顧問を配置するよう努める。 

④ 部活動指導員等の協力を得る場合には，学校全体及び各部の「目標や方針」，「活動

計画」，「具体的な指導内容や方法」，「生徒の状況」，「事故対応」等について，顧問及

び部活動指導員等が十分な連絡調整を行い，情報の共有と共通理解を図る。 

⑤ 毎月の活動計画及び活動実績の確認等により，各部の活動内容を把握し，生徒が安

全に活動を行い，教師の負担が過度とならないよう指導・是正を行う。 

 

２ 合理的で効果的な活動の推進 

⑴ 顧問は，教育課程の関連を図る上においても，生徒が自ら考え，計画していく（ボ

トムアップ理論）に基づく指導方法等を実践し，生徒自らが自分の目標や課題を設定

し，その達成，解決に向けて必要な内容や方法を考えたり，調べたりして，実践につ

なげられるよう部活動に主体的に取り組む力を育成する。 

⑵ 校長及び顧問は，部活動の実施に当たっては，スポーツ庁が作成した国のガイドラ

インに則り，生徒の心身の健康管理，事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底

する。特に，夏季の部活動における高温や多湿時の活動では，熱中症事故防止の観点

から適切な対応を徹底するとともに，気象庁の高温注意情報が発せられた場合には屋

外の活動を，原則として行わない等の対策を講じる。 

⑶ 顧問は，生徒の心身のバランスのとれた成長を図る観点から，各競技の特性を踏ま

えた科学的なトレーニング方法や練習法を積極的に導入し，生徒の発達段階に応じた
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適切な休養を取りながら，短時間で効果が得られる活動を実施する。その際，中央競技

団体等が示す指導手引き等を活用し，合理的で効果的な活動とする。 

⑷ 部活動が勝利至上主義の意識・価値観による行き過ぎたものとならないよう配慮す

る。その際，目先の勝敗や賞与獲得にとらわれて長時間の練習を行うことが生徒のた

めにならないことを理解し，スポーツ障害やバーンアウトを防ぐことなどについて保

護者にも理解と協力を得るよう努める。 

 

３ 適切な休養日等の設定 

⑴ 部活動における休養日及び活動については，成長期にある生徒が，運動，食事，休

養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう，スポーツ医科学の観点

からのジュニア期のスポーツや文化活動に関する研究も踏まえ，以下の基準とする。

休養日等の設定について，その判断が困難な場合は，町教育委員会に助言を仰ぐ。 

① 学期中の休養日（週当たり２日以上） 

・毎 月：毎月第３日曜日を「県下一斉部活動休養日」とする。 

・平 日：少なくとも１日を休養日とする。 

・週休日：土曜日，日曜日の少なくとも１日以上を休養日とする。 

※大会等により，週休日に活動する必要がある場合は，休養日を平日に振替える。 

※３日以上の連休がある場合も，週当たり２日以上の休養日と祝休日中の休養日を 

適切に設ける。 

② 長期休業等における部活動休養日 

・学期中に準じた扱いとする。ただし，長期休業の趣旨に鑑み，生徒が家族・地域

で過ごす時間等の確保に配慮し，ある程度の長期休養期間を設ける。 

・学校閉庁日 (8/13～15，12/29～1/3) は，原則として休養日とする。 

③ 活動時間 

・平 日：長くとも２時間程度 

・休業日：長くとも３時間程度（学期中の週末含む） 

④  下校時刻 

・活動時間に合わせて下校時刻を設定する。時刻設定に当たっては，日没時間を目 

安に生徒が安全に帰宅できる時間となるよう考慮する。 

・下校時刻を超えての延長練習は，原則として認めないが，一部条件付きで承認す 

る場合がある。 

⑵ 休養日及び活動時間の設定について 

① 月の活動時間の上限の目安を５５時間とする。この目安を大きく上回る計画であ

る場合は，事前に校長に届け許可を得る。 

② 学校行事や定期テスト前後など，学校全体で部活動を行わない日を設ける。 
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例 期末テスト前後（前３日～テスト 2 日目）など 

⑶ 特別の事情があり，延長練習や追加練習及び大会参加や社会貢献活動等を要する場

合などについては，事前に校長に届け出て許可を得なければならない。 

 

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備 

⑴ 生徒の運動・スポーツに関するニーズが，競技力の向上以外にも，友達と楽しめ

る，適度な頻度で行える等多様であることを踏まえ，季節毎に異なる競技種目を行う

活動，競技志向でなくレクリエーションとして行う活動，体力つくりを目的とした活

動等，生徒のニーズを踏まえた運動・文化部等の設置を検討する。 

⑵ 学校と地域・保護者が共に子供の健全な成長のための教育，スポーツ環境の充実を

支援するパートナーという考えの下で，こうした取組を推進することについて，保護

者の理解と協力を促す。 

 

５ 大会参加の見直し 

⑴ 生徒に与える教育的意義，生徒及び部活動顧問の負担等を考慮し，参加する大会・試

合等を精査する。活動計画の事前提出の際に，管理職と確認するものとする。 

⑵ 土曜または日曜日のいずれかに休養日が設定できるよう，原則として大会等への参

加が連続週にわたることがないよう考慮する。 

⑶ 県大会規模の大会については，年４回程度の参加を目安とする。 

 

６ 大会参加等の交通手段 

⑴ 大会・試合等のために他校や他施設への移動が必要な場合，原則として生徒は自転

車もしくは公共の交通機関を利用するものとする。 

⑵ 保護者運転の自家用車による移動を行う場合には，年度当初に各種保険に加入する

など，不測の事態に対応できるよう保護者との調整を図る。 

 

※この方針は，平成３１年１月１日～３月 31 日までを，その準備期間として試行し，平成

３１年４月１日から正式に運用する。 

※令和 2 年４月，これまで「運動部活動の在り方に関する方針（文化部もこれに準じる）」

としてきた本方針を，「部活動の在り方に関する方針」に改める。 


